
第 3 期彦根市子ども・若者プランについて 

 

1 第 3 期彦根市子ども・若者プランの概要 

 (1) プランの位置づけ 

  第 2 期彦根市子ども・若者プランの後継計画として令和 7年度から令和 11年度までを計画期間とす

る第 3期彦根市子ども・若者プランを策定するもの。 

 (2) プランの内容 

  令和５年４月１日にこども基本法が施行され、各自治体において国が策定予定のこども大綱を勘案

した、こども計画を定めるよう努めることとなったため、第 3 期プランから既存の６つの計画に加え

てこども計画に関する内容も一体的に策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 策定スケジュール 

 (1) 令和 5年度 

  策定業務を担う業者の選定、計画策定のためのアンケート調査(主に経年変化確認用)の実施 など 

 (2) 令和 6年度 

  令和 5年度実施のアンケート調査の分析・まとめ、アンケート調査(子どもの意見用)の実施・分析・

まとめ、計画案の策定、パブリックコメントの実施 など 

 

※アンケート調査の対象は、市内在住の子育て世帯(就学前児童・小・中学生のいる世帯)、18 歳～39 歳

の若者、関係団体の他、子ども本人を予定 

※各業務の進捗に応じて子ども・若者会議を開催し、実施内容を審議いただきながら進める。 

(注) 現時点で予定している内容のため変更になる可能性があります。 

 
 

関連計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 彦根市地域福祉計画 

彦根市子ども・若者プラン 

（第３期：令和７～１１年度） 

一体的に策定  

○子ども・子育て支援事業計画 
○次世代育成支援対策の実施に関
する計画（市町村行動計画） 

○市町村子ども・若者計画 
○子どもの貧困対策計画 
○ひとり親家庭等自立促進計画 
○母子保健計画 

○彦根市教育大綱・彦根市教育行政方針 
○彦根市障害者計画（ひこね障害者まち

づくりプラン）・彦根市障害福祉計画・
彦根市障害児福祉計画 

○ひこね元気計画 21（健康増進計画・食
育推進計画） 

○彦根市男女共同参画計画（男女共同参
画ひこねかがやきプラン） 

○彦根市多文化共生推進プラン   
など 

彦 根 市 総 合 計 画 

 

こども計画(追加) 

資料４ 


